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山陰終末処理場等運転管理業務 

仕様書 

 

第１章 総則 

 

（総則） 

第１条 発注者は、本仕様書に基づいて山陰終末処理場等運転管理業務（以下

「業務」という。）を受注者に委託し、受注者は、これに基づいて業務を行う。 

  なお、契約期間については、令和８年４月１日から令和９年３月３１日ま

でとする。 

 

（目的） 

第２条 本仕様書は、業務を履行するにあたり必要な事項を定めて、業務の適

正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。 

 

（履行義務） 

第３条 受注者は、下水道法（昭和 33年法律第 79号）その他の関係法令等に

従って終末処理場、各中継ポンプ場及び各マンホールポンプ（以下「下水道

処理施設等」という。）の維持管理を行うと共に、適切な汚水及び汚泥の処理

を行わなければならない。 

  なお、対象の下水道処理施設等については、別紙２特記仕様書（以下「特

記仕様書」という。）のとおりとする。 

 

（履行計画書） 

第４条 受注者は、本業務の契約締結後、速やかに履行計画書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 履行計画書には、次の内容を記載する。 

(1) 従業員名簿 

(2) 資格者名簿及び資格証書の写し 

(3) 組織表 

(4) 総括責任者選任届及び代務者選任届 
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(5) 作業主任者選任届 

(6) 緊急連絡網 

(7) 火気取締責任者選任届 

(8) 使用車両届 

(9) 年間業務計画書 

(10)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

(11)貸与品リスト及び持込品リスト 

(12)化学物質管理者・保護具着用管理責任者選任届 

 

（危機管理） 

第５条 受注者は、緊急事態の発生を想定した業務履行体制を平素から確立し、

速やかな緊急対応体制を展開しなければならない。 

 

（改善計画） 

第６条 受注者は、業務の実施に伴い、発注者から業務の履行について改善を

求められたときには、改善内容及び改善方法を定めた改善計画書を発注者に

提出するものとする。 

２ 発注者が、前項の改善計画書の内容が不十分と認めるとき、受注者はこれ

を改め再提出するものとする。 

 

（事故防止） 

第７条 受注者は、事故を起こさないように、平素から留意しなければならな

い。 

 

（市民等への安全確保） 

第８条 受注者は、業務の実施に際しては、近隣住民、通行人や車両等に危険

や支障を及ぼさないように、安全には留意しなければならない。 

 

（創意工夫） 
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第９条 受注者は、業務の履行にあたって、常に創意工夫を心がけ業務の効率

化を目指すものとする。 

 

（従業員の配置） 

第１０条 受注者は、業務を履行するに当たり、直接業務に従事させる者（以

下「従業員」という。）を適正に配置し、業務の履行に支障をきたさないよう

に努めなければならない。 

 

（総括責任者の選任） 

第１１条 受注者は、総括責任者を選任する。 

２ 総括責任者は、次条に定める職務を忠実に執行する能力を有する者とする。 

 

（総括責任者の職務） 

第１２条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。 

(1) 現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督等を行うこと。 

(2) 業務の目的、内容を十分理解し、下水道処理施設等の構造、機能を完全

に掌握の上、効率的かつ経済的な運転に努めること。 

(3) 従業員の研修、保安教育等を行って、技術・技能の向上及び事故の防止

に努めること。 

(4) 常に状況を把握し、緊急時に直ちに対応できる体制を整えること。 

(5) 発注者との連絡を密にして、日々の業務執行状況を随時報告するととも

に、必要な連絡、調整や打合せを行うこと。 

 

（代務者） 

第１３条 受注者は、総括責任者不在その他必要な場合において、総括責任者

を補佐し又は代務する者を従業員の中から選任する。 

２ 代務者は、前条に定める職務を代務する。  

３ 選任した代務者を書面により、発注者に通知しなければならない。 
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（業務関係者に関する措置請求） 

第１４条 発注者は、受注者の総括責任者又は従業員がその職務の執行、業務

の実施又は管理につき著しく不適当と認められるときは、その理由を告知し、

必要な措置をとるべきことを受注者に求めることができる。 

 

（従業員の変更） 

第１５条 受注者は、従業員に変更があった場合には、遅滞なくその旨を発注

者に通知しなければならない。 

２ 前項の通知書面は、従業員の変更の内容、資格証書の写し、従業員名簿及

び組織表を記載したものとする。 

 

（職階基準） 

第１６条 職階基準は、次のとおりとする。 

(1) 総括責任者  業務全体の責任者で、下水道法第 22条第 2項の規定によ

る資格を有し、総括の職にあたり管理能力がある者 

(2) 技師     施設全体の保守点検、運転操作等を行う者で、必要な技

術を有し、管理業務を行える者 

(3) 技能員    現場における保守点検、運転操作等を行う者で、必要な

技能を有し、補助業務が行える者 

(4) その他    補助的な業務、簡易な作業、清掃等を行う者 

ただし、上位職の者は、下位職を兼務することができる。 

 

（有資格者） 

第１７条 受注者は、業務を履行するのに必要な資格を保有する従業員を確保

しなければならない。 

 業務に必要な資格及び員数は特記仕様書に定める。 

 

(作業主任者の選任) 

第１８条 受注者は、次の作業主任者を選任しなければならない。 
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(1) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（旧第二種酸素欠乏危険作業主任者） 

(2) 危険物取扱者 

(3) ボイラー取扱作業主任者 

 

第２章 業務要領 

 

(業務の概要) 

第１９条 業務の概要は、次のとおりとする。なお、詳細は特記仕様書に定め

る。 

(1) 流入汚水の水質及び水量に応じた適切な運転操作を行って、良好な汚水

処理を行う。なお、放流水の水質は、法令に定める技術基準に適合しなけ

ればならない。 

(2) 汚水処理に伴って発生する汚泥については、汚泥処理を行って、その性

状を安定化し減量に努め、かつ汚水処理への影響を極力小さくする。 

(3) 前２号の運転操作については、効率的かつ経済的な運転に努めるととも

に、現有施設の機能・能力を最大限発揮しなければならない。 

(4) 業務の主要な分類は、次のとおりとする。 

ア 運転操作監視業務 

イ 保守点検業務 

ウ 水質監視測定業務 

エ 事務業務 

オ その他必要な業務 

 

（作業計画) 

第２０条 受注者は、翌月の作業予定を作成し、遅滞なく発注者に提出するも

のとする。 

 

（保守点検業務） 

第２１条 受注者は、前条に定める作業計画に基づいて保守点検業務を行い、

機器又は設備を長期にわたり、常に良好な状態にあるように維持管理を行わ
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なければならない。なお、詳細は特記仕様書に定める。 

２ 保守点検の種別は、次のとおりとする。 

(1) 通常点検 

(2) 臨時点検 

(3) 定期自主点検 

(4) 故障等修理 

(5) 設備周辺の清掃、補修、草刈り等 

 

（保守点検業務の結果） 

第２２条 受注者は、毎月の保守点検の結果を記録した報告書を作成し、発注

者から指示があるときは、これを提示しなければならない。 

２ 点検の結果、異状を発見した場合には、直ちに適切な処置を施すとともに、

速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。 

 

（修理・造作） 

第２３条 受注者は、保守点検で発見した不良箇所や故障箇所のうち、備付け

工具、支給品等を用いて修理可能なものについては、即刻修理を行い、その

結果を速やかに発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、業務の履行に必要な造作は、発注者と協議の上、実施するもの

とする。 

 

(運転操作監視) 

第２４条 受注者の行う運転操作監視は、次のとおりとする。 

(1) 運転操作監視業務は、監視要員２人以上とし、２４時間体制でこれを行

う。 

(2) 中央操作室又はこれに相当する箇所には、常時１人が常駐する。 

(3) 水質を常時監視して、水処理の状態を把握する。 

(4) 機器の運転状態の監視及び運転操作を行う。 

(5) 運転状態を表す計器の指示値及び故障警報を記録する。 
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(6) 構内の巡視点検を行う。 

(7) 現場で機器の運転状態を観察し、記録する。 

(8) 日報等帳票の作成及び管理を行う。 

(9) 受変電設備の遮断器等の操作及び監視記録を行う。 

(10)非常用発電設備の運転操作、送電切替及び監視記録を行う。 

(11)汚泥処理の状態を監視する。 

(12)汚泥脱水及び搬出準備を行う。 

(13)夜間の巡視点検を行う。 

(14)その他必要なことを行う。 

２ 機器又は設備の運転は、良好な水質を維持するように行わなければならな

い。 

 

(運転記録) 

第２５条 受注者は、運転帳票に必要事項を記載の上、運転記録を毎日作成す

る。発注者から指示があるときは、これを提示しなければならない。 

２ 受注者は、運転状況等を月ごとに、支給品等の使用状況は年度末までに、

書面により発注者に提出する。 

 

(報告) 

第２６条 受注者は、下水道処理施設等やその運用に異状を認めたときは、直

ちに口頭で発注者に報告しなければならない。 

２ 下記の事項については、書面により速やかに報告しなければならない。 

(1) 水質に異常があったとき。 

(2) 故障又は異状が発生したとき。 

(3) 発注者から指示のあった事項 

 

（支給品等） 

第２７条 次に掲げるものは支給する。ただし、第２９条で定める車両で使用

するものを除く。 



 

- 8 - 

 

(1) 光熱水等 

電気、水道、ガス、燃料油(消化槽加温用、非常用発電機の各用途に限る。) 

(2) 薬品類 

滅菌、水処理、汚泥処理、脱臭、水質分析等の用途に限る。 

(3) 塗料類（溶剤を含む。） 

(4) 油脂類（交換、補充用の潤滑油、グリス、冷却油等） 

(5) 記録用紙 

(6) その他発注者が必要と認めるもの 

２ 点検・整備又は修理等保守点検に必要な材料、部品等は、発注者が支給す

る。ただし、次に掲げるものは、受注者の負担とする。 

(1) 作業用消耗品（作業服、手袋、作業靴等） 

(2) 衛生用品（石けん、消毒液、救急薬品類等） 

(3) その他日用品、事務用品 

３ 受注者は、支給品の使用にあたっては、節約に努めなければならない。ま

た、受払帳を作成し、その使用状況を明らかにする。 

 

(貸与品) 

第２８条 業務の履行に必要な完成図書、図面類、測定器、工具等のうち、第

２７条、第２９条及び第３０条に掲げるものを除き、発注者が貸与する。た

だし、保守点検に必要な小型工具類、測定器具類は、原則として、受注者の

負担とする。 

２ 受注者は、貸与された物品について、台帳を作成しその保管状況を明らか

にする。 

３ 貸与物品を故意に損傷又は紛失した場合には、受注者が全額負担の上これ

を弁償しなければならない。 

 

（業務車両） 

第２９条 本業務に含む車両は、次のとおりとし、あらかじめ車両使用届を提

出するものとする。 
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(1) ポンプ場等巡回用車両 

 (2) し渣等運搬用車両 

 

（保守点検用工具等） 

第３０条 本業務に含む工具等は、次のとおりとする。 

(1) 保守点検に必要な小型工具類、測定器具類 

(2) 安全管理に必要な測定器具類、保護具類 

ア 酸欠作業用測定器 酸素濃度計、硫化水素濃度計又は毒性ガス検知器 

イ 保護具等     ヘルメット（耐電、対落下物用）、安全靴、防塵マ 

スク、墜落制止用器具、高圧電気用ゴム手袋（皮 

手袋を含む。）、高圧電気用ゴム長靴 

ウ 電気作業用測定器 高圧検電器、絶縁抵抗計、回路試験器、クランプ 

式電流計 

(3) 気象情報等収集用パソコン等及びその付属品  

(4) その他必要なもの 

 

(廃棄物の処理等) 

第３１条 沈砂、し渣等の廃棄物は、施設の運転に支障をきたさないように、

適宜除去及び清掃を行い、指定場所へ運搬するものとする。 

２ 前項の廃棄物の取扱いについては、周辺に飛散又は落下しないように厳に

管理する。臭気の発散防止についても同様とする。 

  

(機器の取扱) 

第３２条 各機器は、完成図書又は取扱説明書等により取扱要領を熟知した上

で、故障、破損等を生じないように十分注意して運転操作しなければならな

い。 

 

（事故等） 

第３３条 事故等が発生したときは、被災者の救出を最優先とする。また、下
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水道処理施設等への影響を最小限にくい止めなければならない。 

２ 事故等による運転障害を排除して復旧を急ぐとともに、下水道処理施設等

の正常な運転を確保しなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第３４条 受注者は、事故等又は運転障害を起こしたときには、直ちに発注者

に報告し、発注者は、直ちに監督官庁、関係機関への通報その他必要な連絡

を行うものとする。 

２ 前項の場合においては、その経過に伴って、事故・障害の状況、復旧の見

込み、原因、対策等を書面により速やかに発注者に報告するものとする。 

３ 自家用電気工作物に関するものは、電気主任技術者に対し、前項の報告書

を提出するものとする。 

 

第３章 書類及びその他 

 

（成果報告書の提出） 

第３５条 受注者は、毎月の業務の実施を完了したときは、業務の成果に関す

る報告書（以下「成果報告書」という。）を遅滞なく発注者に提出するもの

とする。 

  なお、委託料については、提出された成果報告書に基づく検査に合格した

後、毎月支払うものとする。 

２ 電子データで提出する際は、コンピューターウイルスに感染していないこ

とを確認した上、提出するものとする。 

 

(従業員の服装) 

第３６条 従業員は、常に清潔で労働しやすい服装とし、胸章等を着用する。 

２ 総括責任者は、その旨を明示した胸章又は腕章等を着用する。 

 

（従業員の安全管理） 

第３７条 受注者は、業務の実施にあたって、労働安全衛生法その他関係法令
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の定めるところにより、安全教育及び必要な措置を講じる等安全管理を行っ

て、労働災害発生の防止に努めなければならない。 

 

（労働管理） 

第３８条 受注者は、従業員の指揮監督及び指導を自ら行い、労働管理につい

ての一切の責任を負うものとする。 

 

(建物及び付帯設備等の一部使用) 

第３９条 受注者は、業務の履行に必要な事務室、控室、浴室及び付帯設備等

（以下「建物及び付帯設備等」という。）について、契約期間中は無償で使用

できる。 

２ 建物及び付帯設備等の使用に伴う光熱水等の費用の負担は要しないが、そ

の使用にあたっては節約に努めるものとする。 

３ 建物及び付帯設備等を故意に損傷又は紛失した場合には、受注者が全額負

担の上、これを復旧しなければならない。 

 

（電話の使用） 

第４０条 受注者は、発注者が所有する電話設備を使用することができる。こ

の場合、受注者は、通話料のみを負担する。 

 

（災害等への備え） 

第４１条 受注者は、集中豪雨、台風等の気象災害及び地震等の発生に備えて、

平素から非常時の運転方案を検討するとともに、緊急配備体制及び連絡網を

整備しなければならない。また、従業員の安全の確保についても同様とする。 

 

（情報環境の整備） 

第４２条 受注者は、各情報の収集及び連絡のため山陰終末処理場（以下「処

理場」という。）内で使用可能なインターネット環境（情報セキュリティを含

む。）を整備するものとする。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。 
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（火気取締責任者） 

第４３条 受注者は、火災防止のため、必要箇所ごとに火気取締責任者を選任

し、その氏名を表示するものとする。 

２ 火気取締責任者は、従業員に火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めな

ければならない。 

 

（盗難の防止等） 

第４４条 受注者は、不法侵入者の防止に努め、併せて下水道処理施設等に設

置する設備機器又は保管する備品工具及び材料、油脂類、薬品類等の盗難防

止に努めなければならない。 

 

（場外系監視システムのパスワードの管理） 

第４５条 受注者は、本業務の契約締結後、発注者より「場外系監視システム

やくも水神」のパスワードが付与される。 

２ 運用については次に挙げる事項を遵守すること。 

(1) パスワードは、第三者に知られないように管理しなければならない。 

(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、速やかに発注者に報告し、

パスワードを変更しなければならない。 

(3) パスワードは、年１回、４月に変更する。 

(4) パスワードは原則１年以上受注者に在籍した者が知ることができるもの

とする。 

 

（消化ガス発電事業） 

第４６条 発注者は、処理場で発生する消化ガスを消化ガス発電事業者（以下

「事業者」という。）へ売却し、事業者が再生可能エネルギー固定価格買取制

度の適用を受けた消化ガス発電を行い、消化ガスの有効利用を促進し、地球

温暖化防止に貢献することを目的とした消化ガス発電事業（以下「発電事業」

という。）を実施している。 



 

- 13 - 

 

  受注者は、発電事業の実施にあたり、次の事項について遵守しなければな

らない。 

 (1) 発電事業の目的を理解し、発注者及び事業者に対して協力する。 

 (2) 事業者へ供給する消化ガスの最低供給量を設定しているため、流入汚水

の水量・水質に応じた適切な運転操作を行い、消化ガス増量に努める。 

 (3) 発注者及び事業者との連絡・調整等 

 (4) その他必要な事項 

 

（引継） 

第４７条 受注者は契約終了又は解除後に、業務を継承する者(以下「継承者」

という。）に対して引継ぎを行わなければならない。 

２ 受注者は、契約期間の満了する日の１ヶ月前又は契約を解除する日の１０

日前までに当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継書を作成し

なければならない。また、発注者から指示があるときは、これを提示し、そ

の内容を説明しなければならない。 

３ 引継書の記載内容は、運転方法等の変更に伴って、必要な改訂を行うもの

とする。 


